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【参考】添付種類１（事業許可整合）の記載ルールについて 

 

 

 

〇事業変更許可申請書との整合の記載方法 

事業変更許可申請書（本文四号）と設計及び工事の計画（以下 「設工認」という。）との整合について

設工認申請書の添付書類１に記載し，先行プラントの例やヒアリング時のコメントを受け，記載している。 

 

記載の方法としては以下のとおり。 

1) 整合性を示す表は，添付表のとおり左側から「事業変更許可申請書（本文四号）」，「事業変更許可申

請書（添付書類六）該当事項」，「設計及び工事の計画 該当箇所」，「整合性」となる様式としている。 

2) 「事業変更許可申請書（本文四号）」の記載事項が「設計及び工事の計画 該当事項」に記載され，整

合していることを，実線のアンダーライン（文言が同じ記載），破線のアンダーライン（文言は違うが

内容が同意や詳細を記載）で示している。（申請書に記載） 

3) 「事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項」の欄に，事業変更認可申請書の添付書類八の事故の

種類，程度，影響等に関する説明書に記載している事項についても破線の枠囲みで記載し，アンダー

ラインを付している。（分割第1回ヒアリング時コメント反映，発電炉例） 

4) 先行プラントの記載を参考にし，整合箇所の判別が容易になるように，「事業変更許可申請書（本文

四号）」，「設計及び工事の計画 該当事項」のアンダーラインの冒頭に枠囲みで附番し，整合箇所の

判別が容易に比較できるようにしている。（発電炉例） 

 

なお，「事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項」には枠囲みの附番は発電炉でも実施していない。今

回の申請書類でも，「事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項」への枠囲みの附番をルールとしていない

が，一部箇所において，担当者が附番している場合がある。 

 

以上 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 イ．使用済燃料貯蔵施設の位置 前回申請に同じ 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

イ．使用済燃料貯蔵施設の位置 

(1) 敷地の面積及び形状 

使用済燃料貯蔵施設を設置する敷地は，下北半島の

津軽海峡側のほぼ中央部に位置し，なだらかな台地か

らなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地の地質は，新第三系鮮新統及び第四系からな

り，イ(1)-①断層の露頭は無く，イ(1)-②地震発生に

伴う地殻変動によって生じる可能性のある支持地盤

の傾斜，撓み等の周辺地盤の変状により，基本的安全

機能が損なわれるおそれはない。また，イ(1)-③使用

済燃料貯蔵施設には，施設に大きな影響を及ぼすよう

な地震の発生によって崩壊するおそれがある斜面は

存在しない。 

敷地の形状は，ほぼ正方形であり，敷地全体の広さ

は，約 26万ｍ２である。 

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適合

性 

1.2.7 使用済燃料貯蔵施設の地盤 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵建屋は，耐震設計上の重要度に応じ

た地震力が作用した場合においても，当該建屋を十分

に支持することができる地盤に杭を介して設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ について 

使用済燃料貯蔵建屋は，地震発生に伴う地殻変動に

よって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発

生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺すり

込み沈下等の周辺地盤の変状により，基本的安全機能

が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

３ について 

使用済燃料貯蔵建屋は，変位が生ずるおそれがない

地盤に設置する。 

 

1. 基本設計方針 

1.5 地震による損傷の防止 

 

 

1.5.1 地盤 

使用済燃料貯蔵施設（以下「貯蔵施設」という。）は，

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和２

年４月１日施行。以下「技術基準規則」という。）第六

条に適合するため，耐震設計上の重要度に応じた地震

力が作用した場合においても貯蔵施設を十分に支持す

ることができる地盤に設置されたものとする。 

貯蔵施設には，イ(1)-③施設に大きな影響を及ぼす

ような地震の発生によって崩壊するおそれがある斜面

は存在せず，貯蔵施設は耐震設計上の重要度に応じた

地震力が作用した場合においても貯蔵施設を十分に支

持することができる地盤に設置される。 

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）は

杭基礎とし，耐震Ｂクラス施設に適用される地震力及

び基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合におい

ても貯蔵建屋を十分に支持することができる地盤に設

置されたものとする。 

貯蔵施設のうち，電気設備をはじめとする耐震Ｃク

ラス施設，設備は，耐震Ｃクラス施設に適用される地

震力が作用した場合においても当該施設，設備を十分

に支持することができる地盤に設置されたものとす

る。 

 

 

 

また，イ(1)-②貯蔵建屋は，地震発生に伴う地殻変

動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震

発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺す

り込み沈下等の周辺地盤の変状により，基本的安全機

能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

また，イ(1)-①貯蔵建屋は，変位が生ずるおそれが

ない地盤（将来活動する可能性のある断層等の露頭が

ない地盤）に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(1)-③は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-③を

具体的に記載してお

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(1)-①は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-①と

同義であり，整合して

いる。 

設工認のイ(1)-②は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-②と

同義であり，整合して

 

添付書類 1－1 

枠囲いで附番し，事業変更許可申請書と

設工認とで記載が同等の箇所をアンダー

ラインで示し，整合性を記載する。 

〇記載例 
・枠囲いで附番し，事業変更許可申請書と設工認とで記載が同等の

箇所を実線のアンダーラインで示す。 
・記載が異なる場合は，破線のアンダーラインで示し，整合性を記

載する。 

記載の例示 

1
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(2) 敷地内における主要な使用済燃料貯蔵施設の位

置 

イ(2)-①使用済燃料貯蔵設備本体を収容する使用

済燃料貯蔵建屋は，敷地の中央から東寄りに設置す

る。 

使用済燃料貯蔵建屋の外壁から敷地境界までの最

短距離は，東方向で約 130ｍである。 

 

 

 

1.2.8 地震による損傷の防止 

適合のための設計方針 

４ について 

使用済燃料貯蔵建屋設置位置付近に存在する斜面

は，最大高さ約 13ｍであり，斜面勾配は最大１：２

で，高さ５ｍ毎に幅 1.5ｍの小段を設けている。また，

斜面法尻と使用済燃料貯蔵建屋との距離が 50ｍ以上

確保されている。 

したがって，斜面の崩壊に対して基本的安全機能が

損なわれるおそれはない。 

 

 

1.5.2 耐震設計 

(6) 周辺斜面 

イ(1)-③貯蔵建屋の周辺斜面は,基準地震動ＳＳ

による地震力に対して,貯蔵建屋に影響を及ぼすよ

うな崩壊を起こすおそれがないものとする。 

なお，貯蔵建屋設置位置付近に存在する斜面は，

最大高さ約 13ｍであり，斜面勾配は最大 1：2 で，

高さ 5ｍ毎に幅 1.5ｍの小段を設けている。また，斜

面法尻と貯蔵建屋との距離が 50ｍ以上確保されて

いる。 

したがって，斜面の崩壊に対して基本的安全機能

が損なわれるおそれはない。 

 

いる。 

設工認のイ(1)-③は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-③を

具体的に記載してお

り，整合している。 

 

設工認のイ(1)-①，

イ(1)-②及びイ(1)-

③は事業変更許可申

請書（本文）のイ(2)-

①を詳細設計した結

果であり，整合してい

る。 

 

E 
添付書類 1－1 

〇記載例（事業許可変更申請書 添付書類六） 
・関係を示す箇所を実線又は破線のアンダーラインを付している。 
・枠囲いの附番は，ルールとしてない。 
一部担当者が良かれと思い，附番している場合あり。 
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